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景観・保全制度の概要と経過 
 

制 度 の 経 過 現 行 条 例 ・ 地 域 地 区 等 

屋外広告物条例制定（Ｓ31） 

１種、１種緩和 

２種、２種緩和 

３種、３種特別 

４種、４種緩和 

 

 

 

屋外広告物等に関する条例制定（Ｈ8.8公布） 

（屋外広告物条例全部改正） 

 

 

 

 

 

 

屋外広告物等に関する条例（Ｈ9.3.1施行） 

屋外広告物禁止地域・場所（重要文化財の敷地、緑地保全地区、墓地等） 

屋外広告物規制区域（第１～５種地域） 

条例第11条第１項第６号の区域（道路、鉄道等の区域及び隣接地域） 

沿道型屋外広告物規制地域（第１～３種地区） 

屋外広告物等特別規制地区（産寧坂、石塀小路、祇園新橋、嵯峨鳥居本、上賀茂、木屋町） 

歴史的意匠屋外広告物指定 

特定屋内広告物届出 

市街地景観条例制定（Ｓ47） 

美観地区（第１～２種地域） 

工作物規制区域（第１～２種地域） 

巨大工作物規制区域 

特別保全修景地区（産寧坂地区、祇園新橋地区） 

市街地景観整備条例制定（Ｈ7.3公布） 

（市街地景観条例全部改正） 

 

 

 

歴史的界わい景観地区保全整備要綱制定（Ｓ60） 

市街地景観整備条例（Ｈ8.5.24施行） 

美観地区（第１～５種地域） 

建造物修景地区（第１～２種地区） 

沿道景観形成地区 

歴史的景観保全修景地区 

界わい景観整備地区 

歴史的意匠建造物指定 

市街地景観協定 

伝統的建造物群保存条例制定（Ｓ51） 

産寧坂地区（Ｓ47…特別保全修景地区 5.3ha） 産寧坂地区拡大（Ｈ7 石塀小路 ＋2.9ha） 

祇園新橋地区（Ｓ49…特別保全修景地区 1.5ha） 

嵯峨鳥居本地区指定（Ｓ54 2.6ha） 

上賀茂地区指定（Ｓ63 2.7ha） 

伝統的建造物群保存条例（Ｓ51.6.8施行） 

産寧坂（8.2ha） 

祇園新橋（1.4ha） 

嵯峨鳥居本（2.6ha） 

上賀茂（2.7ha） 

古都保存法制定 

 

 

（Ｓ41） 

７区域 

 

（Ｓ42） 

７区域 

10地区 

（Ｓ44） 

８区域 

11地区 

（Ｓ45） 

８区域 

12地区 

（Ｈ7） 

14区域 

12地区 

（Ｈ8.5） 

14区域 

24地区 

 

古都保存法（古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法）（Ｓ41.4.15施行） 

歴史的風土保存区域（14区域 8,513ha…古都特別含む） 

歴史的風土特別保存地区（24地区 2,861ha） 

近畿圏の保全区域の整備に関する法律制定（Ｓ42） 

 

 

（Ｓ44） 

地区指定 

3,333ha（近郊緑地特別地区含む） 

近畿圏の保全区域の整備に関する法律（Ｓ43.1.30施行） 

近郊緑地保全区域（3,333ha…近郊緑地特別地区含む） 

近郊緑地特別保全地区（２地区 212ha） 

 

都市緑地保全法制定（Ｓ48） 

 

 

（Ｓ56） 

洛西中央 

 

（Ｈ6） 

吉田山 

 

（Ｈ8.5） 

小塩山（近郊緑地特別保全地区） 

善峰寺（近郊緑地特別保全地区） 

都市緑地保全法（Ｓ49.2.1施行） 

緑地保全地区（４地区 238ha…近郊緑地特別保全地区含む） 

 

 

自然風景保全条例制定（Ｈ7.3公布） 

 

 

（Ｈ8.5） 

地区指定 

25,780ha 

自然風景保全条例（Ｈ8.5.24施行） 

１種 14,250ha 

２種 11,530ha 

 

６地域 34地区 

 

（Ｓ5） 

風致地区指定 

3,387ha 

（Ｓ6） 

 

7,859ha 

（Ｓ7） 

 

7,861ha 

（Ｓ24） 

 

8,391ha 

（Ｓ25） 

 

9,388ha 

（Ｓ35） 

 

11,072ha 

（Ｓ42） 

 

11,696ha 

→ 

→ 

（Ｓ44） 

 

14,410ha 

（Ｓ45） 

風致地区条例制定 

 

（Ｓ47） 

 

14,335ha 

（Ｓ50） 

 

14,336ha 

（Ｈ7.3） 

条例改正 

 

（Ｈ8.5） 

 

17,831ha 

 

＜昭和５年時は旧都市計画法による指定＞ 

 

 

 

 

風致地区条例 

１～５種地域（17,831ha） 
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京都市市街地景観整備条例による町並み景観の保全又は整備を図る制度  Ｐ-１         平成１２年４月１日 

 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 美 観 地 区 建 造 物 修 景 地 区 歴 史 的 景 観 保 全 修 景 地 区 界 わ い 景 観 整 備 地 区 沿 道 景 観 形 成 地 区 

根拠法令 文化財保護法第83条の2 
都市計画法第8条 
伝統的建造物群保存地区条例 

建築基準法68条 
都市計画法8条 
市街地景観整備条例6条 

地方自治法第14条 
景観整備条例16条 

地方自治法第14条 
市街地景観整備条例23条 

地方自治法第14条 
市街地景観整備条例32条 

地方自治法第14条 
市街地景観整備条例19条 

地区決定及び地区別
の保全整備計画等 

都市計画決定・伝統的建造物群保存地区保存計画 
美観風致審議会に諮問 

都市計画決定 
美観風致審議会に諮問 

 
美観風致審議会に諮問 

歴史的景観保全修景計画 
美観風致審議会に諮問 

界わい景観整備計画 
美観風致審議会に諮問 

沿道景観形成計画 
美観風致審議会に諮問 

制度の目的  伝統的建造物群及びこれと一体
をなしてその価値を形成している
環境を保存する。 
 
 文化財が歴史、文化等の正しい
理解のため欠くことのできないも
のであり、将来の文化の向上発展
の基礎をなすものである。 

 京都の生活様式から生み出され
た特徴ある形態又は意匠を有する
建造物が在し、趣のある町並みを
形成している市街地及び高層の建
造物が群として構成美を示してい
る市街地をその景観の維持及び向
上を図るために指定。 

 山並みを背景とする市街地で、
その特色を生かした趣のある景観
を形成しようとする地域などを、
風致地区及び美観地区以外の市街
地の景観の向上を図る。 

 美観地区の第１種地域、第２種
地域、第３種地域又は風致地区の
市街地において、歴史的な町並み
景観を形成している地域で、歴史
的景観を保全し、良好な都市環境
の形成及び保全を図る必要がある
地域を指定。 

 まとまりある地域色の豊かな賑
わいのある景観の特性を示してい
る市街地の地域で、市街地景観の
整 備 を 図 る 必 要 が あ る 地 区 を 指
定｡ 

 都心のメインストリートに沿っ
た地域の景観の形成を図ることを
目的とし、道路の整備についても
市と地元が一体となって、沿道景
観形成計画をまとめ、メインスト
リートの景観を形成しようとする
ものである。 

・建築物の新築等、外観の変更を
行う場合、市長の許可が必要 

・建築物の新築等又は模様替え等
を行う場合、市長の許可が必要 

・建築物の新築等又は模様替え等
を行う場合、市長の許可が必要 

・建築物の新築等又は模様替え等
を行う場合は市長の承認が必要 

・建築物の新築等又は模様替え等
を行う場合は市長の承認が必要 

・建築物の新築等又は外観変更・
第２種の工作物新築又は外観変更
道路空間の変更を行う場合は届出 

建築物等の 
制限のあらまし 

（許可基準の例） 
・伝統的建造物の外観を変更する

こととなる行為については、行
為後もその特性を維持すること 

・伝統的建造物以外の建築物の新
築等については、当該地区の歴
史的風致を著しく損なうもので
ないこと 

・伝統的建造物及びその他の建造
物の移転、除却については行為
後も地区の特性を維持すること 

・伝統的建造物群保存地区保存計
画に適していること 

（共通基準の例） 
・規模及び形態が、歴史的な建造

物及び公共施設の外観並びに周
辺の町並みの景観と調和し、均
整の取れたものであること 

・意匠がけばけばしい色彩、過度
の装飾その他周辺の町並みの景
観に違和感を与えるものでない
こと 

・建築設備が公共空地から容易に
見える位置に露出していないこ
と。（この他、第１種地域から
第５種地域まで、それぞれ高さ
（１種：12ｍ以下、２種：15ｍ
以下、３種：20ｍ以下）、庇、
勾配屋根等に関する基準あり） 

（努力義務の例） 
・規模及び形態が周辺の町並み又

は山並みの景観と調和している
こと 

・意匠がけばけばしい色彩、過度
の装飾その他周辺の町並み又は
山並みの景観に違和感を与える
ものでないこと 

・建築物の長大な壁面は、分節等
により威圧感のないものとする
こと 

・屋上又は壁面に設ける建築設備
は、周辺の町並み又は山並みの
景観に違和感を与えるものでな
いこと 

（承認基準の例） 
・階数は３階以下・美観地区の基

準に適合していること 
・歴史的景観保全修景計画に適合

していること 
・建築物の過半を除却しようとす

るものは30日前迄に届出が必要 
・建築物の全部を除却しようとす

るものは生垣、塀を設置するな
どの方法により町並みの連続性
を保つこと 

・美観地区の基準に適合している
こと 

・界わい景観整備計画に適合して
いること 

・界わい景観建造物又は重要地域
内の建造物の除却は、30日前迄
に届出が必要 

・建築物の全部を除却しようとす
るものは生垣、塀を設置するな
どの方法により町並みの連続性
を保つこと 

（沿道景観形成の方針） 
・緑の連続 
・シンプルな路上施設 
・祭りの舞台 
・建築デザインの共鳴 
 
（ガイドラインの例） 
・１階は、店舗やショーウィンド

ー等を配置し、散策者の目を楽
しませるよう配慮すること 

・高さ31ｍを超える建築物の場合
は、31ｍで軒線（水平ライン）
を強調すること 

建 築 物 等 の 制 限 の 緩 和 制 度  緩和：建築基準法85条の2 なし なし なし なし なし 

伝統的建造物の修理   ４／５ 
     又は（改築） ２／３ 
        上限  600万円 
その他の建築物等の修理 ２／３ 
        上限  600万円 
防災施設の整備     ４／５ 

助成制度の 
あらまし 

国庫補助 １／２ 

なし なし 歴史的景観建造物の修理 ２／３ 
        上限  600万円 
基準様式による新築等  ２／３ 
        上限  600万円 
準じる様式による新築等 １／２ 
        上限  300万円 

界わい景観建造物の修理 ２／３ 
        上限  600万円 
重要界わい景観整備地区内の基準
様式による新築等    ２／３ 
        上限  600万円 
重要地域内の小広場などの景観施
設の整備        ２／３ 
        上限  300万円 

なし 

税制の優遇措置 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 ： 伝 統 的 建 造 物 は 非 課 税  
地 価 税 （ 平 成 １ ０ 年 １ 月 １ 日 凍 結 ） ： 非 課 税  

なし なし なし なし なし 

既 指 定 地 区 及 び
地域 

・産寧坂   面積    8.2ha 
 建物戸数 297戸伝建建物 204戸 
・祇園新橋  面積    1.4ha 
 建物戸数 104戸伝建建物 56戸 
・嵯峨鳥居本 面積    2.6ha 
 建物戸数 67戸伝建建物 35戸 
・上賀茂   面積    2.7ha 
 建物戸数 55戸伝建建物 39戸 

［Ｓ47、初指定   930ha］ 
［Ｈ 8、拡大後  1,804ha］ 
10地区 
第１種地域      13ha 
第２種地域     533ha 
第３種地域     683ha 
第４種地域     558ha 
第５種地域      17ha 

［Ｈ 8、初指定  6,873ha］ 
第１種建造物修景地区  4,904ha 
第２種建造物修景地区  1,952ha 

計  6,856ha 

［Ｈ 8、初指定    0.1ha］ 
［Ｈ11、拡大後   12.0ha］ 
・祇園町南 祇園町南側 面積 6.6ha 
      宮川町 面積 2.1ha 
      八坂通 面積 1.5ha 
・祇園縄手・新門前 面積 1.8ha 

［Ｈ 9、初指定   53.0ha］ 
［Ｈ11、拡大後   54.0ha］ 
・三条通   面積    7.0ha 
   界わい景観建造物   7戸 
・上賀茂郷  面積   22.0ha 
   界わい景観建造物  23戸 
・伏見南浜  面積   25.0ha 
   界わい景観建造物  18戸 

［Ｈ11、初指定   17.0ha］ 
・御池通沿道景観形成地区 

 木屋町通から堀川通までの
御池通（ 1.7㎞）及び道路境
界から30ｍの沿道区域（木屋
町通、烏丸通、堀川通の美観
地区を除く） 

備 考 全国 51市町村 57地区 Ｈ11.6.3付けで、３種→２種（祇
園南、祇園縄手、新門前、下鴨神
社 西 側 の 各 一 部 ） 、 ４ 種 → ５ 種
（ 烏 丸 通 沿 道 の 一 部 ） に 種 別 変
更。総面積変更なし。 

Ｈ11.6.3付けで、御池通沿道景観
形成地区に指定した区域について
同日付けで建造物修景地区の指定
を解除。17ha減少。 

Ｈ11.6.3付けで、祇園町南地区を
新規指定するとともに、従来の祇
園元吉地区（ 0.1ha）を拡大し、
祇園縄手・新門前地区と改称。 

Ｈ11.6.3付けで、三条通地区を拡
大（室町通から新町通の間を追加
指定 1ha）。 
（重要界わい景観整備地域：室町
通交差部、新町交差部を新指定。
界わい景観建造物を8戸から7戸に
変更） 

Ｈ11.6.3付けで、御池通沿道を制
度創設後、初めて指定。 
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京都市市街地景観整備条例による町並み景観の保全又は整備を図る制度  Ｐ-２                   

 歴 史 的 意 匠 建 造 物 市 街 地 景 観 協 定 の 認 定 団 体 の 活 動 に 対 す る 支 援  （ 参 考 ） 市 指 定 文 化 財  

根拠法令 地方自治法第14条 
市街地景観整備条例43条 
 

地方自治法第14条 
市街地景観整備条例47条 

地方自治法第14条 
市街地景観整備条例56条 

 文化財保護法 
京都市文化財保護条例 

 

地区決定及び地区別
の保全整備計画等 

美観風致審議会に諮問 市長の認定 市長の認定  市文化財保護審議会に諮問  

制度の目的  歴史的な意匠を継承し、地域の
シンボル的な役割を果たしている
建造物等の指定を行い、歴史的な
意匠を有している建造物の外観を
保全し、それを次代に伝えること
を目的とする。 

 一定のまとまりある地域内の土
地の所有者等が、市街地景観の整
備を行うため、その地域における
景観整備の基準を定めた市街地景
観協定を締結したときに、市長が
市街地景観協定を認定し、住民に
よる景観整備を支援する制度。 

 一定の地域に居住する者などか
らなる団体が、その地域の景観整
備を目的とする調査、研究その他
の活動を行う場合などに、それら
の活動に要した費用の一部を補助
し、市民が主体となって行う優れ
た市街地の景観づくりを、市が支
援する制度。 

   

・建造物の外観変更を行う場合は
市長の承認が必要 

・協定区域内での新築等について
は、市長への届出が必要 

（一定の地域に居住する人々の構
成する団体が行う景観整備を目的
とした活動に対する支援） 

 ・建造物の現状変更を行う場合は
市長の許可もしくは市長への届
出が必要 

 建築物等の 
制限のあらまし 

・外観の意匠を良好な状態で維持
管理すること 

・建て替えの場合は、指定時の外
観デザインを継承すること 

 
［制度］ 
第１種歴史的意匠建造物 
 保全期間を定めずに指定（永年

保全） 
第２種歴史的意匠建築物 
 10年以上の期間を定めて保全 
 
 
 
 

（認定に係る要件の例） 
・目的、代表者、協定区域、建築

物に関する基準、有効期間等が
定められていること 

・主たる目的が市街地景観の整備
であること 

・協定区域内の土地所有者等のう
ち相当数の者が当該協定を締結
していること 

（支援の内容） 
・必要な情報の提供 
・市街地景観の整備に関する助言

を行う者の派遣 
・当該区域における市街地景観の

整備に関する計画の策定、調査
研究などに要した費用の一部を
補助 

 ・良好な状態で建造物の維持・管
理を行うこと 

 

建 築 物 等 の 制 限 の 緩 和 制 度  なし なし なし  市指定：適用除外  

助成制度の 
あらまし 

第１種歴史的意匠建造物の修理・
修景（指定期間を定めない場合） 
    １／２ 上限  400万円 
第２種歴史的意匠建造物の修理・
修景（指定期間（10年 以 上 ）を定め
た場合）１／３ 上限  200万円 

なし 活動に要した費用    ２／３ 
 （３ 年 間 を 限 度 に 交 付） 上限 100万円 
市街地景観の整備に寄与すると認
める建築物等の新築等  ２／３ 
         上限 300万円 

 修理・修景、防災施設の整備に対
する補助 
市指定建造物      １／２ 
       上限  1,000万円 
登録文化財       １／３ 
       上限   500万円 

 

税制の優遇措置 なし 
 

なし なし  市指定：固定資産税の優遇  

既 指 定 地 区 及 び
地域 

［Ｈ 9、初指定     3件］ 
［Ｈ11、追加指定   45件］ 
        （計 48件） 

第１号 「四条大宮まちづくり景
観協定」 

    （平成11年6月21日） 
第２号 「西陣大黒町まちづくり

景観協定」 
    （平成12年2月17日） 
 
 

「樫原町並み整備協議会」 
 H8～10年 度  各年度 100万円交付 
「京の先斗町会」 
 H9～11年 度  各年度 100万円交付 

  
建造物の指定 京都市内  

 国宝 指定 登録 
国 23 88 15 

京都府  30 55 

京都市  62 18 

 

備 考 Ｈ 9.3.6指定の３件（伏見区：松
本酒造酒蔵群、千歳邸、辰巳邸）
に 加 え 、 Ｈ 11.8.26 付 け で 45 件
（南座他）を新規指定。 
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－5－ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


